
令和 8 年度路面下空洞調査業務委託 特記仕様書 

  

１．総 則 

   本特記仕様書は、豊中市が実施する「令和 8 年度路面下空洞調査業務委託」（以下、「本

業務」という。）に適用する。 

   また、本特記仕様書に明記されていない事項については、大阪府都市整備部発行の「測量、

調査作業及び業務委託等必携」（最新版）に準拠して行うものとする。 

 

２．業務目的 

   本業務は、豊中市が管理する道路において、路面下空洞探査車等を用いて路面下で発生し

ている空洞の調査・分析を行い、突然発生する道路陥没による重大事故を未然に防止し、安

全で円滑な交通を確保することを目的とする。 

 

３．管理技術者等 

   配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 

   （１）資格等 

以下のいずれかの資格等を有する者であること。 

・ 技術士（総合技術監理部門：選択科目を「建設-土質及び基礎」若しくは「建設-

道路」又は「応用理学-地質」とするものに限る。）の資格を有し、技術士法によ

る登録を行っている者。 

・ 技術士（技術部門の建設部門：選択科目を「土質及び基礎」又は「道路」とする

ものに限る。）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 

・ 技術士（技術部門の応用理学部門：選択科目を「地質」に限る。）の資格を有し、

技術士法による登録を行っている者。 

・ ＲＣＣＭ（道路部門又は土質及び基礎部門）の資格を有し、「登録証書」の交付

を受けている者。 

（２）同種又は類似業務等の実績 

・令和 3 年度以降に完了した国、地方公共団体等による発注業務のうち、路面下空洞

探査車を用いた調査業務の実務経験を有する者。 

 

４．再委託の禁止 

   受注者は、以下に示す本業務の主たる部分を第三者に委託してはならない。 

   （１）計画策定及び進行管理 

   （２）データの解析 

   （３）技術的判断 

   （４）報告書の取りまとめ 

 

 

   



５．調査対象箇所 

   本業務における調査対象は、別紙「調査対象路線一覧表」を参照すること。 

   区間延長については、道路台帳を基に設定している。現地踏査の際、その区間の現況が道

路台帳と大きく異なる場合については、監督職員と協議するものとする。 

また、本業務履行中に別紙「調査対象路線一覧表」以外の調査を行う必要が生じた場合は

監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。 

 

６．業務内容 

（１）計画準備 

   受注者は、業務の目的・趣旨を把握したうえで設計図書に示す業務の内容を確認し、業務

計画書を作成し監督職員に提出するものとする。 

① 業務概要 

② 実施方針 

③ 業務工程 

④ 業務組織計画 

⑤ 打合せ計画 

⑥ 成果品の品質を確保するための計画 

⑦ 成果品の内容、部数 

⑧ 使用する主な図書・基準 

⑨ 連絡体制（緊急時も含む） 

⑩ 使用する機械 

⑪ 安全管理・対策 

⑫ その他 

 

（２）打合せ 

   受注者は、業務着手時、一次調査データ解析終了時、報告書原案作成時、成果品納入時の

計４回の協議・打合せを予定しているが、必要に応じ追加実施するものとする。ただし、新

たな業務の追加がない限り、追加実施分は設計変更の対象としない。 

なお、本業務の着手時及び完了時の打合せには、管理技術者が立会うこと。 

 

（３）現地踏査 

   受注者は、路面下空洞調査に先立ち現地踏査を行い、定められた調査区間の道路・交通状

況、調査における障害物など沿道周辺の状況を把握するものとする。また、踏査の内容を報

告書で報告するものとする。 

① 地形・地質等の自然状況 

② 道路・交差道路、取付道路、水路の状況、河川等の状況 

③ 民家、民地等の周辺状況 

④ 地上、地下障害物件 

⑤ その他必要と思われるもの 



 

（４）一次調査（車道部空洞探査車調査） 

① 路面下空洞探査車を用いて、路上を走行移動し、定められた調査車線の路面下のレ

ーダー探査測定を行い、レーダーデータ及び探査位置情報データを記録するものと

する。 

② レーダーデータ及び探査位置情報データを分析し、全ての異常信号を検出するとと

もに、検出した異常信号には信号を特定できるマークを記入する。 

なお、ただちに陥没の可能性のある信号を検出した場合には、速やかに監督職員に

報告し、指示を受けるものとする。 

③ 検出する異常信号について、上記によらない場合は監督職員と協議するものとする。 

④ 空洞探査車による調査で空洞の可能性や位置関係等が不明な場合には、監督職員と

協議のうえ必要に応じて、小型探査機（ハンディ型地中レーダー）等による補足調

査を実施すること。 

⑤ 調査は１車線あたり２．５ｍ程度以上の幅を測定（使用機材の探査幅によっては複

数回計測）するものとし、調査延長は調査車線数×道路延長とする。なお、計測し

た車線については調査路線図として整理し、提出するものとする。 

⑥ 工事規制や路上駐車のため、空洞探査車による調査が不可能な場合には、監督職員

と協議を行った上、対策を検討することとし、最終的な調査数量・仕様が設計数量・

仕様と異なる場合には設計変更の対象とする。 

⑦ 使用する路面下空洞探査車は下記に示す性能と同等以上のものとする。 

・ 探査車は、自走式電磁波地中レーダー探査車とする。 

・ 探査速度は、４０㎞/h程度で行えるもの。 

・ 探査深度は、１．５ｍまで検知可能であるもの。 

・ 狭い車道等においても探査を行えるものであること。（一回の走行で２．５ｍ

以上の幅を網羅できない場合は複数回走行し測定を行うこと。その場合の設計

変更は認めないものとする。） 

・ 探査能力は、縦５０㎝×横５０㎝×厚さ１０㎝以上の空洞が検知可能であるも

の。 

・ 異常箇所の概略位置を特定できる路面状況の写真が撮影できるもの。 

・ 回転灯や表示装置等により、周囲の道路利用者への注意喚起が可能なもの。 

 

（５）一次調査（デ―タ解析） 

① 検出した異常信号について、横の長さ、路面からの深度、位置データ（緯度、経度、

信号箇所番号、路線名称、位置、上下線別、路肩からの距離）を整理し、地下埋設

物情報と合わせ、一覧表に整理するとともに、異常信号箇所調書を作成するものと

する。 

② 一次調査データ解析時に、陥没防止のため、早期の対策が必要と認められる空洞を

確認した場合には、速やかに監督職員に報告し、指示を受けるものとする。 

 



（６）陥没危険度及び補修優先度の評価 

① 検出された異常信号については、短辺の広がりと発生深度から道路陥没の危険度を

評価すること。陥没危険度の評価は、監督職員が指示する基準にて行うこと。 

② 陥没危険度のランク区分に基づき、過年度調査結果から深度・広がり等の成長性評

価項目を参考として空洞補修の優先順位の考え方をとりまとめ、補修優先度を評価

すること。 

 

（７）成果品 

   本業務の成果品は、以下のとおりとする。 

① 報告書（概要版含む）  Ａ４版 ２部 

② 電子データ（CD-R 等）       １式 

・異常信号箇所調書 

・調査結果一覧表 

・調査結果位置図 

・一次調査路線図 

・調査数量表 

・調査写真 

・その他、監督職員が必要と認めたもの 

 

７．品質管理 

（１）受注者は、使用する機材の概ね１年以内に行った性能確認を証明できる性能確認書を発注

者に提出する。 

（２）発注者は、本業務終了後２年以内に調査路線で道路陥没が確認された場合、受注者へ協議

を求める場合がある。 

   また、空洞の発生原因が天災その他やむを得ないと認められた場合を除き、受注者へ再調

査を求める場合がある。 

   その際は、調査路線の再調査に加え、当時の調査・解析の実施状況及び原因についても明

確に報告すること。 

   なお、再調査に伴う調査費用については受注者が負担する。 

 

８．調査時間及び安全管理 

（１）現地調査は昼間作業を原則とするが、周辺環境及び交通量等を勘案し、夜間作業で実施し

てもよい。 

（２）現地調査にあたり、関係法規を遵守するとともに、交通状況に即した適切な保安要員及び

保安施設等を配置し、交通に対する安全確保に努めること。 

 

９.その他 

（１）調査方法については、同様の成果が得られる合理的な提案を認めるものとし、監督職員と

の協議により決定するものとする。 



（２）調査対象路線にＮＴＴ施設の地下埋設物がある場合、市からの調査依頼文を持参し、株式

会社ＮＴＴフィールドテクノにて調査を行うこと。 

（３）調査対象路線に関西電力施設の地下埋設物がある場合、市からの調査依頼文を持参し、関

西電力送配電株式会社にて調査を行うこと。 

（４）本業務において、沿道住民及び道路利用者より苦情等があったときは、受注者において丁

寧かつ適切に対応するものとし、直ちに監督職員に報告すること。 

（５）調査結果については、過年度調査結果と比較し分析を行うこと。 

（６）受注者は、本特記仕様書に明示なき事項、又は疑義が生じた場合、監督職員と協議するこ

と。 

（７）受注者は、本業務で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

 

10.不当介入に対する報告・届出等について 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成24年2

月1日制定)」の定めるところにより、暴力団員等から不当若しくは違法な要求又は契約の

適切な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを

拒否するとともに、本市への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)

を行わなければならない。 

（２）報告・届出は、不当介入等報告・届出書により、速やかに、本市に報告するとともに、直

轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届け出るものとする。ただし、緊急を要するため時

間的余裕がなく、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告す

ることができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書により報告し、及び届け出

るものとする。 

（３）受注者は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告･届出を

行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。 

（４） 報告・届出を怠った場合は、当該受注者等に対し、注意の喚起を行うことがある。 

 

11．豊中市暴力団排除条例の施工に伴う「誓約書」の提出について 

  受注者は、豊中市暴力団排除条例の施行（平成25年10月1日）に伴い、契約金額が500万円以

上となる元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書をそれぞれから徴収し、発注者に提出すること。 

元請負人の誓約書は、事後審査の段階で公告に示す日時までに、担当課へ提出すること。 

下請負人等の誓約書は、下請負契約等を締結する際に元請負人を通じて担当課へ提出するこ

と。 

（市ホームページ→入札・契約情報→入札・契約情報トピックス 参照） 

 


